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キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士の配置等要件）を満たす。

介護人材確保・職場環境改善等事業の要件を満たしており、補助金を申請済みであるため、令和

７年度中の職場環境等要件の適用が猶予される。

情報公表システム等での見える化要件を満たす。

令和７年度介護職員等処遇改善加算の算定にかかる「見える化」について

月額賃金改善要件Ⅰ

月額賃金改善要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ

キャリアパス要件Ⅲ

キャリアパス要件Ⅳ

キャリアパス要件Ⅴ

職場環境等要件（７）

処遇改善加算Ⅳの１/２以上の月額賃金改善を行う計画になっている。

旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になっている。

 当法人におきましては、これまで累次の改定により拡充されてきた介護職員等の処遇改善を目的とする加算を算定しています。

 令和７年度の当該加算算定の要件には、①月額賃金改善要件、②キャリアパス要件、③職場環境等要件、④見える化があります。

 ④の見える化とは、ホームページ等の情報公表システムを活用して、③職場環境等要件の取組を公表することとされています。

 当法人は、介護人材確保・職場環境改善等事業を申請し、その要件を満たしているため、③職場環境等要件が猶予されています。

キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）とキャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）の

両方を満たす。

キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等）を満たす。

賃金改善額が月額平均８万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あた

り１以上となるような計画になっている。
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